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はじめに 

マーケティング部会での研究の経緯 

マーケティング部会では 2006 年の発足から、4P に代表されるマーケティング戦

術、STP 分析や PEST 分析のような戦略・環境分析に関しての研究を行ってきまし

た。 

2017 年からはターゲティングに VE を活かし、新しい手法としてまとめていく活

動が始まりました。 

ターゲティングとは市場を絞ることで、その市場には当然ユーザー(=使用者)がい

ます。つまり、「使用者優先」を第一の原則とする VE の視点からもターゲティング

はマーケティングの中でも最も重要な部分を占めているといえます。 

このため、ターゲティングに VE の考え方を取り込んだ「VE ターゲティングプロ

セス」を新しい手法として研究し、まとめることとなりました｡ 

ターゲティング研究のもうひとつの背景 

一方、次第に高まってきた環境問題への意識をはじめとして、企業に対する社会

貢献(CSR: Corporate Social Responsibility)の期待・要求は急速に高まってきて

います。 

2015 年に国連では SDGs(Sustainable Development Goals)が、採択されました。

SDGs は、世界が持続的に発展するために達成すべき目標を 17 のカテゴリーに分類

していますが、その目標は裏を返すと、解決すべき課題です。この SDGs への取組み

を宣言・実施している企業は急速に増加してきています。 

 

マーケティング部会の研究の経緯 
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しかし、ほとんどの企業では、SDGs の活動を CSR の一環、いわゆる慈善事業とし

て行っているのが実情で、直接的には利益を生む活動とはなっていません。 

本来 SDGs は“企業が行う事業(=ビジネス)の中で継続して、これらの社会課題を

解決する”のが理念です。”社会課題解決“の活動を”利益を生む事業“として考

えることに、多くの企業では苦しんでいるのが実情ではないでしょうか。 

そのため、SDGs が掲げる 17 の目標(=社会的課題)を解決しつつ、企業の利益に繋

がるビジネスのアイディアを創出する手法が求められており、その要求はここ数年

特に強くなってきているといえます。 

 

このような状況も、マーケティング部会として、社会課題を解決するビジネスア

イディアを創出する手段を新手法として研究してきた背景の一つです。 

ターゲティング研究のあゆみ 

このような背景で始まったターゲティング研究は、以下の図に示すようなあゆみ

を辿りました。 

初年度となる 2017 年度では考えやすいモノを対象として研究を始め、未来機能系

統図やバーチャルターゲットなど、最終的に VE ターゲティングプロセスを構築する

ための、重要なツールや知見を得ることができました。次の年度では SDGs からのコ

トをテーマとし、3 年目は再び社会問題を事例としてプロセスのブラッシュアップ

を行いました。 

その結果、SDGs に代表される社会的課題のように、直接的にビジネスと結びつき

にくいと思われる課題・要求に対しても、企業の事業範囲に適した、具体的なビジ

ネスアイディアを創出できるプロセスが構築できました。 

このプロセスを「VE ターゲティングプロセス」と名付け、今回、VE 特別資料とし

てまとめることになりました。 

 

「VE ターゲティングプロセス」研究の背景 
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ターゲティング研究を終えて 

ターゲティング研究は、当初“顧客のターゲティングをどう進めるか?“から始ま

ったのですが、実際に研究を進めていく中で、”顧客だけでなく、事業者(商品・サ

ービスの提供者)としての適性や、未来の機能・ビジネスアイディアが見つかる“、

ということに気が付いた、というのが実態です。 

それが SDGs をはじめ、「コトのマーケティング」の要求に合致するのではない

か、ということで、より詳細な研究、再現可能な標準プロセスとしてまとめよう、

となりました。非常に大きな研究の成果だと感じています。 

実際、一般的に「モノ」に対する顧客層はある程度明確なのに対し、「コト」に

関してはテーマが広い・上位であることが多く、なかなか顧客層自身を想定・特定

できないことが多いのですが、「VE ターゲティングプロセス」では、その課題を解

決し、抽象的な「コト」のテーマに対しても、具体的な「顧客」を定義し、評価す

ることができる、更に提供者側も絞込み、評価した上で具体的なビジネスアイディ

アを創出することができます。 

 

また、抽象的なテーマと創出された具体的なビジネスアイディアの関係が可視化

されるというのも、本プロセスの大きな特徴です。つまり、創出アイディアの背景

が明確になっています。したがって、創出アイディアの事業化を検討評価する際に

も活用することができ、適切な判断につながるといえます。 

 

ターゲティング研究のあゆみ 
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マーケティング部会での研究の中で、創出されたアイディアは、少し奇抜に見え

ても、実際に世の中では、“こんなの待っていた”という製品で販売されているこ

とが多いです。年間の活動が終わったしばらく後に、実際にそのアイディアを使っ

た製品がテレビなどで紹介されていました。10 時間前後のワークショップでその世

界の素人でも、プロフェッショナルな方と近い発想ができるのは、興味深いことで

す。 

このように、「VE ターゲティングプロセス」は、使いやすく実用的・実践的とい

えます 

 

本プロセスは、STP 分析など他の手法と異なり、単に分析などに留まらず、非常

に抽象的なテーマから具体的なアイディアを、再現可能・説明可能・可視化した上

で創出することができるプロセスです。 

最初から機能系統図を活用してテーマを絞りこんだり、通常のマーケティングで

は最初に行うことを最後に定義したり、少し戸惑うかもしれませんが VE の手順を応

用するとこんなこともできるのだと楽しんでいただきたいと思います。 

本資料により、このプロセスを理解し、活用することで、SDGs などの社会課題の

解決をしつつ、事業として成り立つビジネスアイディアを創出されることを期待い

たします。 

 

なお、本文中や付録で紹介している事例では、本プロセスがまだ固まっていない

途上段階であったため、ワークシートや手順が最終的なものと異なっているところ

が有ることをご了承ください。 
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第0章 「VE ターゲティングプロセス」の概要 

0.1.  目的と使い方、対象 
「VE ターゲティングプロセス」の目的は、 

 社会の困りごとや抽象的な要求から新しい事業やサービスの具体的なビジネ

スアイディアを創出すること 

です。 

「VE ターゲティングプロセス」は、新しい事業やサービスを検討する最初の段階

で使うのが効果的です。検討を深めるべきビジネスアイディアが発想できるためで

す。 

たとえば SDGs に代表される社会的要求のように、一見もやもやした捉えどころ

のない要求からも、その要求を F0 として、「VE ターゲティングプロセス」によっ

てビジネスアイディアを創出します。 

創出したビジネスアイディアは、各企業・事業体で行っている事業性評価のプロ

セスで、より詳細に評価し、事業化の可否を最終的に判断することになります。事

業性評価は、各企業などでその手法が非常に多岐に渡るため、本プロセスでは扱い

ません。 

また、VE の手法を活用しているため、VE についての知識・経験があると(VEL 相

当)、より効果的に実施することができるとともに、VE をより活用できるようにな

ります。 

 

図 0-1 VE ターゲティングプロセスの目的 
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0.2.  プロセス実施の効果 
本プロセスでは抽象的課題から具体的なビジネスアイディアを創出するため、そ

のステップの中で何回かの選定・判断を行います。その判断の結果により得られる

ビジネスアイディアは大きく異なってきます。 

各ステップで創出されたアイディアなどに対して、例えば以下の項目で選定・判

断を行っていきます。 

 事業規模、利益総額、実施立上げ期間、実現性、投資額、自社の強みなど 

 

そのため、一度得られたビジネスアイディアが、その後の詳細な事業化検討の結

果、不採用となった場合、プロセスの途中の判断での次候補から始めることで、全

プロセスを繰り返すことなく、別の事業化可能性の有るアイディアを得ることがで

きます。(第 11 章 “事業領域との整合性”参照) 

要求によっては、途中の判断結果をひとつに限定せず、次候補についてもその後

のステップを並行して進めることも可能です。 

つまり、一度本プロセスを通すことで、幅の広いビジネスアイディアをいくつも

創出することが可能です。(図 0-2 参照) 

最初がどのような「解決すべき社会的課題」であっても、何段階かの選定・判断

を経ることにより、自社にとって事業化の可能性のより高いビジネスアイディアを

創出することができます。例えば、SGDs の 17 のどのゴールから出発しても必ず、

可能性の有るアイディアが結果として得られます。 

また、背景の異なるメンバーで、ビジネスアイディアを効率的に創出するのにも

役立ちます。みなさんも経験があると思いますが、その時盛り上がった会合ほど、

後から振り返ると肝心な部分が記録として残らない、冷静に考えると方向性が違う

けれど今更言いにくいという経験があると思います。しかし、このプロセスでは、

 

図 0-2 各ステップでの選定・判断での次善候補からのビジネスアイディア創出 
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活動の流れやアイディアのプロセスを記録することができるので、振り返りや活動

の再利用が可能になります。 

マーケティング部会では、モノのプロセスであれば約 10 時間、コトのプロセス

であれば 20 時間程度を目安に活動していて、実際にその程度の時間でアイディア

を導き出しています。 

0.3.  特徴 
本プロセスは、使用者優先という VE の最優先の原則を使い、使用者をより理解

することでターゲット・市場を絞込み、抽象的な要求から具体的なビジネスアイデ

ィアを創出できることが、最大の特徴です。 

一般的に、創出されるビジネスアイディアは、当然その企業などが事業化するこ

とが前提であるため、その企業などの事業分野に沿っている必要があります。(現

状はもちろん、将来想定する事業分野も含めて) 

そのため、本プロセスにおいては、広い視野での抽象的要求から絞り込んでいく

際に、事業分野に合ったアイディアとなるように工夫されています。 

絞り込みは、厳しすぎてもビジネス機会を逸することになり、緩すぎても具体

化・検討対象になるアイディアとなりません。 

本プロセスでは、チームデザインの原則と機能の整理(機能系統図作成)、機能の

評価や各種の評価手法を使用することで、適度な絞り込みの度合いで、想定する事

業領域に沿い、ビジネスチャンスとして検討に値するアイディアを創出していきま

す。 

このプロセスは、最初に「社会的課題の解決」という目的からその手段を考えて

いきます。したがって、通常の VE 実施手順と同様にその手段を創出するアイディ

ア発想の段階で、Innovative な手段=ビジネスアイディアを生み出すことも可能で

す。 

本プロセスの手順の中で特徴的なのは、「未来機能予測」と、「期待機能提供者

/受益者の適切さの確認」と、プロセスの最後に自らの事業の定義を行ってターゲ

ット市場を確定することです。 

そのプロセスの中で、新たに定義した「未来機能系統図」、「バーチャルターゲ

ット」、「顧客価値企画シート」を作成します。 

 未来機能予測:未来機能系統図 

 期待機能提供者／受益者の適切さの確認:バーチャルターゲット、顧客価値企

画シート 

 

「未来機能系統図」は、FO となる課題に対する機能系統図に、未来・将来必要

に、あるいは可能になると想定される機能を追加した機能系統図です。 
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「未来機能予測」の手順では、FO 解決のために現状で必要・可能な機能の機能系

統図を作成し、事業を立ち上げ・継続するために将来必要になる、あるいは可能に

なると想定される機能を追加していきます。 

 

「期待機能提供者／受益者の適切さの確認」では、新たに「バーチャルターゲッ

ト」、「顧客価値企画シート」を定義し、効率的かつ確実に提供者／受益者を評価

することができるようにしました。 

「バーチャルターゲット」とは、ターゲットを代表する形でより具体的に定義さ

れた仮想のターゲットです。個人であれば名前、年齢、仕事、家族構成など、企業

であれば事業規模、社員数、事業所所在地、営業方針などについても具体的に定義

します。具体的にすることにより、そのターゲット層の思考・行動・判断基準を想

定しやすくなり、適切なビジネスアイディアを創出することができます。 

また、関係者間での意識の統一を図ることができ、手順を効率的に進めることが

できます。 

 

「顧客価値企画シート」は、未来の価値提供者を効率的かつ適切に想定できるよ

うにするワークシートです。ビジネスチャンスのある機能を選択し、それらの機能

について過去・現在、そして事業化を目指す未来時点についての情報を時系列でま

とめ、俯瞰することにより、顧客にとっての価値を明確にし、価値の提供者として

どのような企業が適切かを想定できます。 

想定された価値提供者が、そのアイディア・機能を実施する提供者として、適切

かは、最終的には企業ごとの事業化判定プロセスで判断されますが、アイディア段

階で概略的にスクリーニングすることになります。 

 

図 0-3 VE ターゲティングプロセスの特徴 
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なお、本プロセスの事例研究においては、自分たちをひとつの事業体として仮に

定義し、事業領域などを設定し、その事業体として適切かを評価しました。 

0.4.  「VE ターゲティングプロセス」の流れとステップ 

「VE ターゲティングプロセス」は次の流れを 10 個のステップで進めます。 

① 対象テーマに関する情報収集 

② 情報を元に機能を定義・整理 

③ 重要機能の絞り込みの実施(未来に求められる必要機能を含む) 

④ 予測の機能を元にサービス受益者・提供者を模索 

⑤ 「コト」のサービス受益者・提供者・サービス内容の概要を企画 

⑥ 提案の作成と評価 

 

それぞれの流れの段階と、ステップの関係を図 0-4 に示します。 

「未来機能系統図」は、“③重要機能の絞り込みの実施”の中のステップ 5 で作

成し、「バーチャルターゲット」は④“予測の機能を元にサービス受益者・提供者

を模索“の中で使用されます。 

 

「VE ターゲティングプロセス」の手順を「ターゲティング質問」を含めて、10

のステップとして図 0-5 に示します。 

 ステップ 1:対象テーマの選定 

‧ 抽象的な課題の中から、アイディアを創出するためのテーマを選定しま

す。 

 ステップ 2:ターゲティング対象の情報収集 

‧ 選定した対象テーマについて、統計情報なども含めて情報収集を行い、ア

イディア発想を行うために精通します。 

 ステップ 3:現状機能の定義と整理 

‧ 現在の対象テーマについて、知りうる範囲の機能を定義し、関連する機

能・機能分野を明確にするために、機能系統図を作成します。 

 ステップ 4:未来機能系統図の作成 

‧ 上位の目的を達成するために、未来に必要となる機能を設定し、機能系統

図を補完します。 
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 ステップ 5:対象テーマの期待機能の選定 

‧ 未来のターゲットが必要と予測される期待機能を選択します。 

 ステップ 6:期待機能を達成するアイディア発想 

‧ 予測される期待機能を達成するアイディアを発想します。未来として何年

後を設定するかも重要な項目になります。 

 ステップ 7:期待機能提供者の適切さの確認 

‧ 自社がそのアイディアの提供者として適切かの評価を行います。 

 ステップ 8:期待機能受益者の適切さの確認 

‧ バーチャルターゲットを設定し、ビジネスアイディのターゲットとして適

切かを評価します。 

 ステップ 9:ターゲティングシート作成 

‧ 想起したビジネスアイディアの提案のために、ターゲティングシートを作

成し、自社のビジネス戦略と参入するターゲット市場を定義します。 

 ステップ 10:ターゲティングの評価 

‧ 一連のステップを振り返り、評価を実施します。ただし、アイディアの最

終的な評価は各事業体の事業化評価のプロセスで決定します。 

 

ターゲティング質問は、各ステップを簡単な「問いかけ」で表現した一連の質問

です。 

 

図 0-4 VE ターゲティングプロセスの流れ 
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0.5.  「VE ターゲティングプロセス」の成果・結果 

2017 年度以降の各年度のテーマと創出したビジネスアイディア、受益者(顧客)/

提供者、創出までの工数などを表 0-1 に示します。 

なお、2017 年度は、研究初期のため、「VE ターゲティングプロセス」とは若干

異なったプロセスで実践を行っています。 

  

 

図 0-5 「VE ターゲティングプロセス」のステップとターゲティング質問 

ステップ2

「ターゲティング対象の情報収集」

ステップ4

「未来機能系統図の作成」

ステップ5

「対象テーマの期待機能の選定」

ステップ6

「期待機能を達成するアイデア発想」

ステップ7

「期待機能提供者の適切さの確認」

ステップ1

「対象テーマの選定」

ステップ3

「現状機能の定義と整理」

ステップ8

「期待機能受益者の適切さの確認」

ステップ9

「ターゲティングシート作成」

ステップ10

「ターゲティングの評価」

どの製品・サービスのターゲティングを
決めるのか︖

それは何か︖

各々の機能/対象テーマの機能は何か︖

未来に必要な機能は何か︖

重要な機能は何か︖

どのような⼿段となるのか︖

その⼿段の提供者は誰か︖

⼿段の受益者は誰か︖

ステップ ターゲティング質問

提案作成

提案の評価
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  年度 2017 年度前期 2017 年度後期 2018 年度 2019 年度 

F0 テーマ 具体的な「コト」

に関するテーマ 

明確な「モノ」

に対するテーマ 

SDGs:[陸の豊

かさも守ろう] 

 

希望を持ち、安

心して持続的に

暮らせる世界を

作る 

選定テーマ ビジネスシューズ

の不快/不満の解決 

短い時間で化粧

をしたい 

:ファンデーシ

ョン 

森林を守るた

めのゴミ/不法

投棄問題を解

決する 

老後資金への不

安の解決 

ビジネス 

アイディア 

装いによって、自

分でヒールが交換

できる靴 

メイクのコンサ

ル付きサービス 

不法投棄監視

のための情報

収集と処理 

A.個人のスキル

管理 

B.30～40 台向

け資産運用コン

サルティング 

受益者 子育て世代の働く

女性 

20-30 代の働く

女性 

中堅ゼネコン 老後不安のある

人(全世代) 

A.60～70 台(定

年後) 

B.30～40 台サ

ラリーマン 

提供者 ゼネラルマーチャ

ンダイズストア 

 中規模建設会

社 

人材バンク 

教育機関/団体 

工数 約 10～20 時間 

表 0-1 過去のプロセス実践の結果・成果 
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第1章 ステップ 1:対象テーマの選定 

1.1.  概要 
1) 目的 

① 複数の対象テーマの中からひとつのテーマに絞り込む 

2) 実施方法 

① なぜこのテーマにしたいのかを明確にする 

② 改善したい課題を提案する 

③ 情報収集と分析から，機能をマクロ的に捉えシンプルに簡素化した機能系統図

(以降「簡易機能系統図」)を作成し理解を深める 

④ 対象テーマ案を共有し、討議の上でひとつのテーマに絞る 

3) 手順 

① 対象テーマ案検討資料を作成する 

② 対象テーマ案の共有表を作成する 

③ 対象テーマを決定しグループ上位の目的となる機能を定義し追加する 

4) 留意点 

① 活動したい対象テーマが複数ある場合に行うステップであり、対象テーマがひ

とつしかない場合は不要なステップとなる 

1.2.  詳細 
1) 対象テーマ案検討資料の作成 

ここでは，大方針として取り上げられたテーマにおいて，提案者は具体的実施の

候補となるテーマを機能として抽出し，簡易機能系統図を作成します。図 1-1 は

「自然環境を維持する」ことを大方針とした場合の簡易機能系統図の例です。 

 

図 1-1 簡易機能系統図の例 
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2) 対象テーマ案の共有 

各自で作成したテーマ案検討資料を関係者で共有します。大方針となるテーマが

抽象的課題ですから，立場の違いにより様々なテーマが提案されます。具体的なビ

ジネスアイディアを創出するためにも提案の背景を共有することが大切です。図 1-

2 はメンバーが作成したテーマ案と簡易機能系統図です。 

3) 対象テーマの決定 

何故このテーマとしたいのか?改善したい課題をメンバーで討議し，ひとつのテ

ーマに決定します。決定する過程においては「前提条件」，「判断項目」を設けて

おく・「認識」を合わせておくことが大切です。立場の違いによるブレ・ズレを小

さくすることができます。つまり，より目的に合致したテーマの選定が可能とな

り、より良いビジネスアイディアの創出に繋がります。 

・ 前提条件の例:どんなビジネスアイディアを創出するのか? 

・ 判断項目の例；事業規模、想定利益、事業立ち上げ期間、関心度など・・・ 

図 1-3 は，「関心度」を評価基準として設定した FD 法の実施例です。 

 

 

 

図 1-2 テーマ案の例 
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1.3.  既存商品などを対象とした従来のマーケティング手法 
図 1-4 にマーケティングの全体の構成を示します。一般に商品(製品やサービス)

のマーケティングを進める際に、得られた情報を基にマクロ環境、ミクロ環境、業

界環境をそれぞれ把握します。各環境の把握の後、内外環境の要因整理を行い、市

場の STP に繋げていきます。その際の代表的な手法として、それぞれの作業で以下

の手法が多く用いられます。 

・ マクロ環境の把握  PEST 分析 

・ ミクロ環境の把握  3C 分析 

・ 業界環境の把握   5F 分析 

・ 内外環境の要因分析  SWOT 分析 

 

補足  
 抽象的な要求や漠然とした方針から、具体的に求められるテーマを創出するマーケ

ティング手法  

 

前述のように従来からの分析手法は、既存の商品や対象が明確な市場に関して有効に活用

されてきました。一方、政策理念や公の機関が定める方針などが前面に出た対象(例え

ば、“SDGs”)に関しマーケティングを実施する場合、分析の対象が抽象的で漠然とする

ため、分析方針が定めにくく展開に苦慮することが多いと思われます。それは、事業とし

て具体的に取り扱う対象テーマにも影響するため、分析対象の機能をマクロ的にとらえそ

の中から具体的テーマの絞り込みを行います。 

 

図 1-3 FD 法 
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図 1-4 マーケティングの全体の構成 
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第2章 ステップ 2:ターゲティング対象の情報収集 

2.1.  概要 
1) 目的 

① チームメンバーが共通の基盤に立つ 

② 対象テーマに精通する 

2) 実施方法 

① 収集した情報の分析を行う。(顧客の困りごと、問題点を洗い出す。) 

3) 手順 

① 情報収集シートの項目の記載 

② 対象テーマに対して<問題となっている現象/事象/対象/場所>に、課題の現象･

対象となっている情報内容を記載する 

③ メンバー個人が情報収集シートに情報を記載する 

④ 収集した情報についてチーム内で共有する 

⑤ 共有された情報を元に顧客の困りごとについて確認をしあう 

4) 留意点 

① テーマに直結した情報だけでなく，役に立ちそうな情報も収集するなど幅を広

めに取る 

② 対象テーマに関する問題点を明確に把握する 

③ 目的と目標についてメンバー間で共通の認識に立つ 

④ 情報収集の情報区分は対象テーマによって追加・削除する 

図 2-1 情報収集シート 
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2.2.  詳細 
1) メンバー個人が情報収集シートに情報を記載する 

収集した情報は「情報の区分」と「対象」のマトリックス図で整理・分析をしま

す。キーワード(本事例では「森林を守る」，「ゴミ・不法投棄問題の解決」)から

現状や未来についての市場情報，精神・サービス，法規制や技術，コストや統計情

報なども含めて VE 詳細ステップの VE 対象の情報収集の原則に基づいて収集しま

す。 

図 2-1 の例では、以下の点を考慮しました。 

 課題が「森林の不法投棄」であることから、<問題となっている現象/事

象>欄として、[不法投棄]、[森林]の二つの軸を設定し、収集する情報を

区分けできるようにする 

 この事例では、明確に二つの軸が判りやすいため、シートの欄として二

つを設定した 

2) 収集した情報についてチーム内で共有する 

収集した情報は，収集範囲の広さや収集手段などの違いにより，レベルにばらつ

きが生じますが，共有することで議論が可能となります。チームメンバーが共通の

基盤にたつためにもしっかりと議論し相互に理解することが大切です。 

 

3) 情報収集の情報区分は対象テーマによって追加・削除する 

対象テーマによって適切な区分を選択します。情報区分の例は次のとおりです

が、対象テーマによって区分を追加・変更すると良いでしょう。 

・ 問題の情報(事実) 

・ 施策例の情報 

・ 技術上の情報 

・ 法律規制上の情報 

・ コスト上の情報 

情報収集の例を図 2-2 に示します。 
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図 2-2 情報収集の例 
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第3章 ステップ 3:現状機能の定義と整理 

3.1.  概要 
1) 目的  

① 対象テーマについて、現状知りうる対象の働きや求められるニーズを機能としてとらえ明確

にする 
② 定義された機能について、その関連性からグルーピングを行い、機能分野を明確にする 
③ 機能系統図に整理し、対象テーマに関する機能定義の適切さを確認する 

2) 実施方法  
① 情報収集の結果から、対象テーマに関係する既存の製品・サービスの機能や既知のニー

ズを定義する 
② 抽出された機能に関し、「目的」→「手段」の形で関連付けを行い、独立従属関係と上位

下位関係を明確にし、機能系統図にまとめる 
3) 手順  

① 対象テーマの範囲を改めて明確にし、メンバー全員の認識を合わせる 
② 対象テーマに求められる働きについて、機能を定義する 

‧ [機能の定義シート]を作成し、“解決すべき課題”とそのために“必要な機能”、”制約

条件“などを定義します。 
③ 類似する機能はグループ化し、グループ内の機能の上位下位関係を整理する 

‧ その際、必要に応じグループ上位の目的となる機能を定義し追加します。 
④ 各グループの独立性従属性を確かめ、機能分野を明確にする 
⑤ 対象テーマに関し、確認された機能全体を機能系統図にまとめる 

‧ なお、必要に応じ機能別に制約条件を明確化します。 
4) 留意点  

① 事実を元に、メンバー各人の様々な視点から現在認識できる機能をもれなく定義する 
② 将来必要になりそうな機能や隠れたニーズに繋がる機能は、後から定義するのでここでは

定義しない 
③ 提供者の立場で限定せずに、全体を俯瞰するよう機能の定義を行う 
④ 機能に関連する市場規模を先入観なく評価できるよう、機能の表現はできるだけ抽象的

に行うことを心掛ける 
⑤ まとめられた機能系統図から、改めて機能定義の適切さを確認する 

3.2.  詳細 
1) 一般的な機能の定義、整理との相違点  

第 1 章で述べたように、理念や政策方針など対象範囲が広く抽象的なテーマから
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具体的ニーズを拾い起こすマーケティングにおいては、対象テーマ絞り込みの難し

いケースが多々あります。一方、既存の商品のように対象が明確な市場に関して

は、従来からのマーケティングの流れやその手法が有効に活用されてきました(詳

細は、第１章『既存商品などを対象とした従来のマーケティング手法』参照)。政

策理念や公の機関が定める方針などに示された対象(例えば、“SDGs”)に関しマー

ケティングを実施する場合、従来の流れでは分析も難しく展開に苦慮することが多

いのが実情です。 

ここでは、求められる機能の視点から対象の分析を行い、必要なモノやコトを明

確化します。具体的には、分析の段階でマーケティング対象に必要とされる機能を

拾い出し、機能系統図に整理します。それにより、漠然とした対象に求められる働

きが明確になり、マーケティングを行うチームメンバーの認識を合わせることがで

きます。以下、企業が SDGs の目標(GOAL)の中から、社会貢献を目指し事業を企画

する場合の検討例を示します。 

 

図 3-1 機能の定義シートの事例 

テーマ
チーム

それはなぜか︖→どのように起きているか どう対応するか︖

問題 ○○を ○○する 制約条件 基本／二次
年⾦を 補填する
年⾦制度を ⾒直す
資産を 形成する
子育て世代を 補助する
保育施設を 確保する
育休制度を 拡充する
働く場所・環境を 変革する
時短勤務の給料を 補助する
貯蓄制度を 拡大する
貯蓄制度を わかりやすくする
医療費を 補填する
健康支援施設を 整備する
⾦利を 固定する
収入を 補助する

社会背景(技術革新)についていけない 技術革新内容/使い方を 説明する
雇用を 保証する
解雇後の給与を 保証する
働き手を 確保する
生産性を 向上する
働く環境を 変革する
裁量労働制を 拡大する
高齢者支援を 拡大する
⽼後の生活資⾦を 明確にする
⽼後の生活資⾦を 定額にする
介護施設の間口を 広くする
介護への補助を 拡充する
介護しながらの勤務を 容認する
給与を 上げる
ポイントを 付与する
個人のスキルを 評価する
分野ごとの必要なスキルを 明確にする
⾃⽴支援制度を 作る
⾏政が⾃⽴の有無を 認知する
福祉支援施設を 整備する
移動手段(インフラ)を 整備する
近所づきあいを 増やす
近親者の移動を 簡単にする
⾃⼰資産管理を 簡素化する
⾃⼰資産を外的要因から まもる

マーケティング部会　機能の定義シート
⽼後資⾦に不安がある

Aチーム

年⾦に不安がある(⼗分でない)

子育て世代が働きにくい

⾃⼰資産の取扱

同居問題(核家族化)

障害者支援(福祉)

子供の⾃⽴ができるか

終⾝雇用制度が破綻するかもしれない

住宅ローンが払えない

健康に不安がある

貯蓄ができない

(働き続けるための)⾃分のスキルが社会環境にマッチしているか

物価の上昇

介護で働けなくなる可能性

体の衰えにより増加する生活資⾦の不安

日本産業の低迷
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3.3.  事例 
ここでは、ステップ 1 で示した簡易機能系統図の例をベースにします。 

対象テーマの選定においてステップ 1 では、大テーマである SDGs の 15 番目の目

標「陸の豊かさも守ろう」の中から、「森林を保護する」機能に着眼しステップ 2

で情報の収集を行いました。情報収集により確認した「森林への不法投棄問題」の

重要度に関し、そこに求められる現状の機能の定義および整理を行います。図 3-1

に機能系統図の一部を示します。 

SDGs の目標のような大きく抽象的なテーマから対象テーマの選定が行われた場

合、そこには非常に大きなニーズが存在し、市場も様々な分野に渡ることが想像で

きます。しかし、これらのニーズは、目に見えた商品ではないため具体的なイメー

ジが描けず、また検討を行うメンバーそれぞれのイメージが異なる恐れもありま

す。そこで、事前に収集した SDGs 以外の情報に基づき、本目標で必要となる機能

を定義していきます。作業としては、前項 1 に示す実施方法および手順に基づき、

現在考えられる手段を機能系統図に整理してまとめます。 

なお、ここでは現在の段階で求められる機能に絞って整理します。社会環境の変

化など、将来必要と考えられる機能については、次のステップにて検討し、追加し

ていきます。 

 

図 3-2 「森林への不法投棄問題を改善する」機能系統図の例(一部） 

F111

F112

F11

F113

F114

F121

F1 F12

F122

F131

F13 F132

F0 F133

不法投棄を
防止する

不法投棄問題
を改善する

罰則を強化する

関連法規を
整備する

廃棄物処理技術を
高める

処理費用を
助成する

検挙のリスクを
公開する

不法投棄の
必要性をなくす

監視情報を
集める

パトロールを
強化する

監視手段を
広げる

（情報提供の）
協力を求める

監視を強化する

（罰則強化の）
必要性を広める
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第4章 ステップ 4:未来機能系統図の作成 

4.1.  概要 
1) 目的  

① 将来の市場環境を予測し、未来に必要と想定される機能を設定する 
2) 実施方法  

① 整理された現在の機能から、上位の目的機能を果たすために欠落している機能や修正

追加が必要な機能を洗い出す 
3) 手順  

① 未来の期待機能を定義する 
② 現在の機能系統図に未来の必要機能の関連付けを行う 

4) 留意点  
① 将来の市場環境を予測するために求められる情報を積極的に追加収集する 
② 目的はひとつでも達成手段は複数あるという意識で、できるだけ多くの機能を発想する 
③ 既に定義されている機能についても、将来重要度が増すと考えられる機能を抽出する 

4.2.  詳細 
1) 未来予測の重要性  

前章ステップ 3 においては、対象テーマに関する情報収集を基に現状求められる

機能(達成手段)を機能系統図に整理しました。既存商品の直近のターゲット市場を

検討する際、多くの場合この機能系統図を基に重点機能の絞り込みが可能と考えら

れます。 

一方、SDGs など様々な環境が関係する中長期的な大きなテーマにおいては、対象

を取り巻く未来の環境変化を予測し、市場の変化を読むことが求められます。 

ステップ 4 では、PEST 分析で代表されるマクロ環境の分析を踏まえ、将来重要度

が増す機能や新たに求められる機能を未来の期待機能として設定します。 

2) 現状の機能構成との照合  
将来重要度が増す機能を見定め、新たに求められる機能が定義されたならば、そ

れら機能が機能系統図においてどの機能分野に属するものかを判断します。その

際、機能分野自体が改めて生まれることも考えられます。それら機能を前章で作成

した機能系統図に付加し、未来機能系統図として完成させます。 

図 4-1 に「森林への不法投棄問題の改善」に関する未来機能系統図の一部例を示

します。 
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図 4-1「森林への不法投棄問題を改善する」未来機能系統図の例(一部） 
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●留意事項 

前述のように未来機能系統図作成においては、現在は存在しないが将来必要とな

る可能性を持つ手段について拾い出しを行い、その機能を定義し適切な機能分野に

付加します。その際に、改めてメンバー全員で以下のことを認識することが重要で

す。 

① 何年先の未来までを検討対象とするか、認識を合わせる 

② 検討に際しては、様々な視点で未来の環境を推測する 

‧ PEST 分析などを、有効に活用します。 

③ メンバー全員で自由に発想し幅広く手段を抽出する 

④ 前ステップで定義した機能に変更が必要な場合は、随時修正追加する 

⑤ 未来機能検討の効率化のため、下位から上位に向けての検討、上位から下位

に向けての検討に分けて進めることも有効である 

⑥ この後のステップを考慮し、従来からの機能と新たに定義された未来機能が

区別できるように記載する 
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第5章 ステップ 5:対象テーマの基本機能の選定 

5.1.  概要 
1) 目的 

① 未来の顧客が必要と予測する期待機能を選択する 

2) 実施方法 

① 未来機能系統図の下位機能からチーム検討を行い重要な機能を絞り込む 

3) 手順 

① 下位機能の確認 

② 対象テーマに必要となる機能の候補を選択する 

③ 対象テーマに必要となる機能を選定する 

④ 顧客価値企画シートの表横軸の項目として記載する 

4) 留意点 

① 価値を提供する側の立場になって選定する 

5) 工夫したほうが良い点 

① 対象選定するための判断基準を予め設けておく 

‧ 例:実現性の高いもの、投資の低そうなもの、提供までの期間の短そうなも

の、自社の強みが活かせるもの、など。 

② 重要な機能の絞込みには、機能の重要度比較の技法を用いる 

5.2.  詳細 
1) 下位機能の確認 

未来機能系統図を基にチームメンバー全員で未来の顧客が必要と予測する期待機

能を念頭に下位機能の内容を確認します。 

その際、次の手順で対象必要機能の候補を選択する際に目安となる基準にどの様

な視点が考えられるかを想定しながら下位機能の内容を確認するとよいでしょう。 

2) 対象必要機能の候補の選択 

未来機能系統図の下位機能から、対象必要機能の候補となる機能を選択するため

の選定基準を設定し、可能性のある複数の機能を候補として選定します。 

3) 対象必要機能の選定 

対象必要機能の候補として選定された複数の機能から、選定の指標を設定し、対

象必要機能を絞り込みます。 

次図に示す不法投棄問題改善に関する例では、「監視と抑制」を指標とし、「監

視を強化する」および「物理的に抑制する」に関する機能を選定し、ハッチングで

示す機能を抽出しました。 
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なお、機能を重要度で絞り込む場合には、機能の重要度比較の技法などを活用す

ることが考えられます。 

 

図 5-1 未来機能系統図からの対象テーマの候補の選定 
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4) 顧客価値企画シートの表横軸の項目として記載 

対象必要機能の選定により抽出された下位機能を基に、顧客価値企画シートにお

ける機能分野欄(表横軸)を記入し、次ステップでの期待機能を達成するアイディア

発想するための基礎資料を作成します。 

事例では、(3)で抽出した機能系統図のハッチングで示す箇所の下位機能を顧客

価値企画シートに入力しました。(図 5-2 の破線部) 

5.3.  機能選定の実例 
前述で説明した機能選定においては、いくつかの方法がありますが、ここでは FD

法を使用した事例を紹介します。なお、当技法の手順の詳細については、「新・VE

の基本【価値分析の考え方と実践プロセス】」の P191～192 を参照してください。 

当事例は、メンバーが情報収集した結果から関心が高い情報を項目化し、問題の

重要度を FD 法(簡略法)で比較をおこない、特定の問題に絞り込んだ例です。 

この様に、FD 法(簡略法)は、機能選定時のほか、テーマ選定などにおいても活

用できる技法で、ものごとを選定する際に有効です。 

なお、通常の VE では価値の程度とコスト低減余地を指標として選定しますが、

VE ターゲティングでは、収益性や実現性などに着目して機能を選定することになり

ます。 

したがって、当手順を進めるにあたっては、必要に応じて追加の情報収集や分析

を行い、詳細な収益性や実現性を明確に示したうえで、選定するようにしてくださ

い。 

 

図 5-2 顧客価値企画シートへの表横軸の記載例 
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図 5-3 FD 法による機能選定 

 

図 5-4 FD 法による機能選定の例 



26 

 

  

 

図 5-5 「VE ターゲティングプロセス」での重要機能の選定 
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第6章 ステップ 6:期待機能のアイディア発想 

6.1.  概要 
1) 目的 

① 未来の重要な期待機能の達成手段をアイディア発想する 

2) 実施方法 

① 未来に重要となる機能を達成するための手段をアイディア発想する 

3) 手順 

① 未来を何年後にするかを討議し設定する 

② 期待機能ごとに、その達成手段を出し合い、顧客価値企画シートの未来の枠内

に記載する 

4) 留意点 

① 設定した未来の時点に基づいた実現性のありそうな手段を設定する 

② 顧客のターゲティングのための設定であることを念頭にできるだけ効率よく

進める 

③ 適度な手段が出たところで議論は終える(達成手段を決めることが目的ではな

い) 

5) 工夫したほうが良い点 

アイディア発想においては、機能達成を計画する未来の環境を充分に想定するよ

うにします。 

・ 例)「不法投棄問題を改善する」ケース 

 世の中の動向で、不法投棄が益々増える方向になるのか? 

 廃棄物処理技術などで、不法投棄を行わざる得ない現在の社会環境に

変化が訪れるか? 

また、未来の環境を考慮する場合には、必要に応じ PEST 分析の視点で多角的に

様々な影響を検討します。 

・ 例) 「不法投棄問題を改善する」ケース 

 P:不法投棄の量がますます増え、法規などの改正で不法投棄が難しくなる 

 E:リサイクル事業などの拡大で、廃棄物不法投棄の必要性が減少する 

 S:不法投棄問題への社会の注目度が高まり、不法投棄防止の啓発が行いや

すくなる 

 T:リサイクル技術や再生エネルギー技術の向上により不法投棄物に変化が生

じる。 
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6.2.  詳細 
ここでは、未来に重要な期待機能の達成手段をアイディア発想することになりま

すが、未来を何年後に設定するかが重要になってきます。 

1) 未来を何年後にするかを討議し設定 

① 効果的なアイディア発想に向けて、チームメンバーの意識を共有し討議のうえ、

顧客価値企画シートの時間軸(未来時期)を設定する 

② なお、何年後の未来を設定したかで、アイディアの方向性に変化が生じること

から、充分に討議のうえ、決定することが望まれる 

2) 期待機能ごとに、その達成手段を出し合い、顧客価値企画シートの時間軸における

顧客価値企画シートの未来の枠内に記載対象必要機能の候補を選択 

「過去」および「現在」の経過をヒントに、求める「未来」の機能を想像し、未

来の期待機能の達成手段を発想します。 

事例では、5 つの機能分野ごとに「過去」に実施された手段と「現在」での実施

手段を整理し、目標とする時期(ここでは 5 年後)の求める「未来」の手段を発想し

ました。 

その結果を下図の顧客価値企画シート(下図の破線部枠)に入力しました。 

 

 

図 6-1 顧客価値企画シートの記載 

目的① 目的② 目的③

F111 F121 F131

F134

F132

F132

未来

現在

過去

未来の達成手段をアイディア発想

現在・過去の手段を整理
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図 6-2 顧客価値企画シートの記載例 
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第7章 ステップ 7:期待機能提供者の適切さの確認 

7.1.  概要 
1) 目的  

① 期待される機能または手段を提供するのに相応しい事業者を設定する 

② チームメンバーの間で提供者の適切さを確認する 

2) 実施方法  

① 「顧客価値企画シート」で設定した「未来予測」欄の提供すべきサービス案(機能また

は手段)を見ながら、そのサービス案を提供すべき事業者とは、どのような事業者が相

応しいのかをアイディア発想する 

② 提供すべき事業者欄に、アイディア発想された事業者についてチームメンバー間で討

議し提供すべき事業者を決定する 

3) 手順  

① チーム全員で「顧客価値企画シート」未来予測欄を確認する 

・ この時点で検討すべき「未来予測」とは何年後にすべきかをチームメンバー間で

確認します。 

② 提供すべきサービスを提供するのに相応しいと思われる事業者案を出す 

・ 必要に応じて情報収集を行い未来予測欄の機能やサービスを提供するのが得

意と思われる事業者案を出し合います。 

③ ワークシートの「提供者」欄に事業者案を記載していく 

・ 事業者案は、提供すべきサービス案の内容を元に、顧客へ価値提供するのに最

も相応しいと考えられる事業者はどのような事業者か?とチームメンバー間で検討

します。 

・ 事業者案を 1 つに絞り込んだ後に活動を進めても良いですが、チームメンバーの

アイディアが複数ある場合は複数の事業者案を記載しておき、後で絞り込むなど

相談して決めていくこともできます。 

④ 複数の事業者案が出た場合は、発案の理由を確認し、最も相応しいと思われる事業

者に絞り込む 

・ この場合 1 つが望ましいですが、絞り切れない場合は 2 つでも構いません。ただ

し後からのステップでの検討が 2 つ必要になる場合もあります。 

⑤ チーム全員で合意した事業者を決定する 

4) 留意点  

① 事業者は必ずしも自社が適切とは限らない 

・ 顧客の立場で考えたときに、どのような事業者がサービスを提供してくれると最も

良いと思うかを念頭にアイディア発想してください。 
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② 複数案からの選定では、理由を明確にしておく 

・ 複数の事業者案からの選定については、理由を明確にしておくと後で、理解しやすく

なります。 

 例:「販売網に強みがある」「技術的に先行している」など 

7.2.  事例 
未来予測された提供すべきサービス内容を見ながら、このようなサービスを提供

するのが得意と思われる事業者を設定します。 

この事例の場合、未来予測(この事例では 5 年後を設定、未来の設定は任意)され

る達成手段で得られるものは「監視情報」であることから、それらを提供する事業

者として相応しいのは「情報処理企業」と設定をしています。図 7-1 に示す事例で

は「提供者」の欄が「提供すべき事業者」になります。 

 

  

 

図 7-1 提供すべき事業者を記載した「顧客価値企画シート」の例 
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第8章 ステップ 8:期待機能受益者の適切さの確認 

8.1.  概要 
1) 目的  

① 「期待機能受益者」を設定し、その適切さを検証する 

・ 提供する価値(期待する機能・手段)によって受益する顧客像を設定します。 

② チームメンバーの間で顧客像の共通認識をはかる 

2) 実施方法  

① 「顧客価値企画シート」の「未来予測欄」に記載した提供する価値(期待する機能・手

段)により、最も価値を受けると想像される顧客像を具体的に記述  

② 記述された複数の顧客像をチーム内で読み合わせ、提供される価値(期待する機能・

手段)の受益者として設定した顧客像で認識があっているかどうかの確認  

3) 手順  

① チームメンバーそれぞれが「バーチャルターゲットシート」に顧客像を記載  

・ その場合、顧客が「企業・団体」の場合と、「消費者・個人」の場合がありますが、

次項で事例を添付していますので、どのような項目や内容を記載していくのかを参

考にして、記載してみてください。 

・ 記載する内容は、できるだけ具体的に想定し、実際に実在しそうな内容を詳細に

記述します。 

② チーム全員で記載した「バーチャルターゲットシート」の読み合わせを行う 

③ 読み合わせた結果、チームメンバー間で顧客像の認識があっているかどうか確認をす

る 

・ チームメンバーの間で確認しあった顧客像がほぼ同じレベルの顧客像になってい

るのであればチームとしての期待機能受益者が正しいという認識になります。 

4) 留意点  

① 「バーチャルターゲットシート」の記載内容はチームメンバーのそれぞれの内容につい

てすべてが合致しなくても構わない 

・ 内容に違いがあっても想定される顧客像の認識合わせができれば良いでしょう。 

② 「バーチャルターゲットシート」の記載項目は対象になる提供価値や提供者(顧客)に

合わせて項目を追加する 

・ シート作成の前にチームメンバー間で検討しておくと良いでしょう。 

③ バーチャルターゲットは複数の設定でも構わない 

・ 「バーチャルターゲットシート」の記載内容の認識合わせがチームメンバーの間で

複数に分かれた場合、複数の設定が顧客像としてあり得ると判断した場合は複数

の設定でも構舞いません。 
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・ 複数の顧客像について、チームでの確認の中で認識違いが確認でき、顧客像と

して正しくないと判断された場合は、その顧客像は除きます。 

④ 「バーチャルターゲットシート」の書式・記載項目は事前に検討して作成する 

・ 顧客像が「企業・団体」の場合、「消費者・個人」の場合、または両者となる場合な

どあらかじめ想定される場合は「バーチャルターゲットシート」の書式や記載項目

について事前検討して作成するのが良いでしょう。 

⑤ その他、「2．事例」の書式や記載項目を参考に記載をすると良い 

8.2.  事例 
未来予測された提供すべきサービス案(機能または手段)を見ながら、このような

サービスの価値を受益する顧客像をできるだけ詳細に具体的に記載します。 

 

1） 期待機能受益者が「企業・団体」の例  

「企業・団体」の場合は、企業名はもちろんですが、本社の所在地や拠点、事業

内容、企業の経営方針、企業の抱える直近の課題など記載します。 

 

図 8-1 期待機能受益者が「会社・団体」の場合のバーチャルターゲットの例 
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顧客価値企画シートで記載した未来予測欄を見ながら、この企業の組織など関連

しそうな組織情報や組織方針についても細かく記載すると良いでしょう。 

またビジネスのアイディアにつなげるためにも企業規模の設定も必要です。年間

の売上高や資本金、営業利益、未来予測欄のサービスや機能を享受する組織や事業

部を想定して具体的に記載をしておきましょう。(参考:図 8-1) 

2） 期待機能受益者が「消費者・個人」の例  

「消費者・個人」の場合は、氏名はもちろんですが、居住地や年齢、学歴なども

記載します。特に重要なのは、今回検討しているビジネスアイディアに関連する個

人の関心事を項目として先にあげておき、その個人の具体的な悩みや問題事象を細

かく記載するのが良いでしょう。(参考:図 8-2) 

 

 

図 8-2 期待機能受益者が「消費者・個人」の場合のバーチャルターゲットの例 



35 

 

第9章 ステップ 9:ターゲティングシート作成 

9.1.  概要 
1) 目的  

① 対象テーマの顧客となるターゲットを明確にする 

② ビジネスアイディアの元となる情報を特筆する 

③ 前ステップまでに検討してきた内容をチームメンバー間で共通認識にする 

④ 検討内容に不充分な点はないかをチームメンバーの間で確認する 

 

補足  
 このステップでは、”提案具体化の前提条件”と”提案対象のターゲット”を明確化

します。 

 一般的には、提案の発想の前に、その提案を実現する企業の企業ビション・企業

理念に即し、自社の弱み・強みを把握します。しかし、社会課題を解決するビジネ

スアイディアを創出する手段においては、逆に、提案の対象(バーチャルターゲッ

ト)を具体化した後に、”提案具体化の前提条件”と”提案対象のターゲット”を明

確化する手法をとっています。 

 なぜこのような手法をとっているのかというと、”社会課題解決“では、VE でいう”使

用者“があいまいだからである。それ故、自社の環境にとらわれずに、”社会的課

題”について機能分析し、使用者であるバーチャルターゲットをチームで共通認

識にした段階で、通常のマーケティング手法ではまず先に行う”提案具体化の前

提条件”と”提案対象のターゲット”の明確化を行うステップとしています。 

 ところで、自社の環境を度外視しているため、自社のリソースだけでは、これまでの

ステップで創造したアイディアは実現できない可能性もあります。したがって、この

ステップでは、”提案具体化の前提条件”と”提案対象のターゲット”を明確にし、

現在のリソースとの差異を明確にした上で、企画の実現に必要な投資を明らかに

し、ターゲットの共有を行い、その後の活動の起点とします。 

 

2) 実施方法  

これまでのステップで収集し整理した情報、未来機能系統図、顧客価値企画シー

ト、バーチャルターゲットシートを参考にしつつ、図 9-1「提案具体化の前提条件

まとめシート」、図 9-2「ターゲティング整理シート」に記入します。  

① ”提案具体化の前提条件”の明確化  

・ A)アイディアを実現することができる企業にとっての“ビジョン・ミッション”、“外部

環境” 、“内部環境” 、“事業戦略” 、“事業ドメイン”を記入します。 
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・ B) A)で記入した事項に対し、現実では不足しているリソースなどを明らかにし、現

状との差異を記載します。 

② ”提案対象のターゲット”の明確化  

・ ステップ 8 で作成したバーチャルターゲットのセグメントを再確認し記載します。 

・ 発想したアイディアの対象のターゲットをビジネス化する視点で記載します。 

3) 手順  

① ”提案具体化の前提条件”の明確化  

以下の項目について記載していきます。 

・ “ビジョン・ミッション” 

未来機能系統図を参照し、どのような課題を解決するためのアイディアで

あったかを振り返り、このアイディアを実現するにふさわしいビジョン・

ミッションを記入します。  

・ “外部環境” 

収集した情報を整理し、外部環境を記載します。  

・ “内部環境” 

顧客価値企画シートなどを参考に、提案実現にかかわる内部環境、および、

実際の内部環境を記載します。  

・ “事業戦略” 

提案実現に向け必要な事業戦略と現状を記載します。  

・ “事業ドメイン” 

未来機能系統図を参照し、提案実現に向け必要な事業ドメインと現状の事

業ドメインを記載します。  

② ” ターゲティング”の明確化(OUTPUT) 

・ セグメンテーション 

バーチャルターゲットシートと収集した情報を整理し、地理的要因、人口

統計的要因、心理的要因、行動的要因のキーワードを記入します。記入の

過程で、必要な事業戦略・事業ドメインなどが明確になれば、提案具体化

の前提条件まとめシートに追加記入します。  

・ ターゲティング 

未来機能系統図、顧客価値企画シート、収集した情報をもとに セグメン

テーションにおける記載からターゲットとする市場を明記し、2 軸のマト

リックスで表現します。  

バーチャルターゲットの立場から顧客の不満点、顧客の(潜在的な)欲求、

顕在化しているニーズを記載します。  

4) 留意点  

① 提案にかかわる資料のまとめとなることを意識する 
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‧ 自社の現状だけでなく、提供する価値を決定し、提案を実現するために必要な前

提条件を具体化することがこの手法の特徴です。SDGs の 17 のゴールによって異

なりますが、特に、環境保全にかかわる内容ですと、誰にどのような利益があるの

が直接にはわかりにくくなります。ビジネスの実現に向けては、これまでの提案にか

かわる資料のまとめとなることを意識してターゲティングシートを作成しましょう。 

② 現実との差異を明確化する 

‧ 事実と必要な事業などを明確にした上で、現実との差異などを明記するようにしま

しょう。今後の活動計画の立案に役立ちます。 

③ 分かりやすい記述を心がける 

‧ ターゲティングシートは、これまでの活動正解を改めてビジュアル化し、記録に残

すためのシートであることを念頭に分かりやすい記述を心がけましょう。 

④ ”提案具体化の前提条件”と”提案対象のターゲット”はどちらを先に記載しても構わな

い 

⑤ 項目を無理に順番に埋めていくのではなく、気が付いた部分から記入する 

⑥ 必要な場合は、再度チームメンバーで前ステップまでの検討に追加を行う 

‧ 書式に記載できない点があり、それがターゲットの提案やビジネスアイディアの提

案に不可欠なものである場合は、再度チームメンバーで話し合い、前ステップまで

の検討に対して追加の記載ができるようにすると良いでしょう。 

9.2.  詳細 
1) ターゲティングシート 

ターゲティングシートは、図 9-1:提案具体化の前提条件まとめシート、図 9-2、

9-3:ターゲティング整理シートで構成します。一般的なマーケティングで用いられ

るシートを活用しても構いません。ポイントは、事実と必要な姿とが分かるように

記載することです。 

 

2) 活用例  
下の事例では、森林への不法投棄を防止するためのビジネスとして記載していま

す。不法投棄を防止するには、監視を行うだけでなく、廃棄物処理法などに基づい

たマニュフェストの提出がデジタル化されて容易になるなどのメリットも必要とな

り、一筋縄ではいきません。近未来の DX を用いたサプライチェ―ンを通じたトレ

ーサビリティの仕組み構築という大きなテーマともなります。本ステップを用いる

ことでそのようなアイディアのターゲットを明確にすることも可能であることが分

かります。 
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また、別の事例としてビジネスシューズに対するそれぞれのシートの記載例を示

します。(図 9-4、図 9-5、図 9-6) 

 

図 9-1 提案具体化の前提条件まとめシート 
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図 9-2 ターゲティング整理シート(1) 
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図 9-3  ターゲティング整理シート(2) 
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図 9-3 ビジネスシューズの新商品企画のための現状・前提条件明確化シート 
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図 9-4 ビジネスシューズのセグメンテーションシート 
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図 9-5 ビジネスシューズのターゲティングシート 
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第10章 ステップ 10:ターゲティングの評価 

10.1.  概要 
1) 目的 

① ターゲティングの有効性について評価する 

② ターゲティングの具体性について評価する 

③ 活動の効率について評価する 

④ ビジネスアイディアの可能性について評価する 

 

補足  
 ターゲティングのプロセスを評価し、記録に残します。 

 概略のアイディアを含むターゲティングを行ったので、これからの具体的

なビジネスの詳細設計のプロセスとなります。多くの場合は、設計や実装

を開始すると、アイディア発想の際には想定できなかった事柄が発生し、

突然の災害などによる市場の大きな変化も起こることがあります。 

 そのような場合にも、記録と評価があることで、収集した情報や発想した

アイディアをムダにすることなく、さらに品質のよい活動をすすめること

が可能となります。 

 

2) 実施方法 

① これまでのステップで収集し整理した情報、未来機能系統図、顧客価値企画シ

ート、バーチャルターゲットシートを参考にしつつ、このプロセスを振り返り、

品質とコストの視点で評価する 

3) 手順 

① ステップ 1 からステップ 9 までのアウトプット(未来機能系統図、顧客価値企

画シート、バーチャルターゲットシートなど)の内容を確認する 

② これらのアウトプットである各シートの内容とあわせ、ステップごとの活動の

記録・議事録(活動時間や運営の手法など)も確認し、品質とそれにかけた時間

(コスト)を総合的に評価する 

③ ビジネスアイディアとしての可能性について評価する 

4) 留意点 

① 市場環境調査とターゲティングは、事前に想定する細分化と活動後の細分化で

あることを理解し、未来機能系統図なども参考とする 

② 評価は、その時点での評価にすぎず、視点を変えること、また状況の変化があ

れば変わることをチームで共通に理解することが重要 
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③ 現時点の評価であることを踏まえ、評価の内容を記載する際には、このターゲ

ティングの以前に行った活動もあれば、今回の活動と評価を比較する  
‧ このようにすることで、市場の変化があっても活動が無駄にならず、ター

ゲティングの方向性に幅を持たせ、広い視野での検討が可能になります。 

10.2.  詳細 
1) ターゲティングの有効性の評価  

ターゲットの以下の 7 つの有効性を評価します。 

① 市場のニーズの観点からターゲットを正確に定義したか? 
② 市場需要の変化に適用するサービス提供者の能力を活用できたか? 
③ マーケティング資源の適切な分配は可能にできたか? 
④ 適切なマーケティング機会の発見および正確なマーケティング目標設定は可能だったか? 
⑤ サービス提供者(自社)および競合者の強み・弱みを正確に評価できたか? 
⑥ 提供者(自社)の適切な提供サービスのポジショニングは可能だったか? 
⑦ 製品開発のためのガイドラインが提供できるか? 

2) ターゲティングの具体性の評価  
・ ユーザー像の設定の具体性の評価  
・ どの程度、具体的に評価ができたかを文章で記述  

3) 検討に費やしたコストの評価  
・ 本提案の作成までの運営方法・時間について評価  

4) )ビジネスアイディアの評価  
・ 製品(サービス)の可能性はどうかを評価  
・ 対象とする市場の可能性について評価  
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図 10-1 ターゲティングプロセス比較評価表 

 

図 10-2 比較評価表の事例 
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第11章 プロセス実施のコツ 

11.1.  事業領域との整合性 
本プロセス実施の目的は、「事業として行うビジネスアイディアを創出するこ

と」です。したがって、創出されたアイディアは、自社で事業として行う事が前提

になるので、基本的には自社の現在の事業に関連するか、その近傍であることが必

要になります。 

本プロセスの中では、そのための手順上の工夫がいくつかのステップの中で、以

下のように取られています。 

 ステップ 1:対象テーマの選定 

‧ テーマの選定自身が、現在、あるいは将来の自社の事業領域を意識したも

のになり、事業戦略の基礎になります。 

 ステップ 4:未来機能の予測 

‧ 何年先の未来を想定するか(事業化を何年後と想定するか)は、企業の事業

戦略・成長戦略と連動している必要が有ります。 

 ステップ 5:対象テーマの基本機能の選定 

‧ 追加された未来機能の中から、アイディア創出を行う機能を選定します。 

 ステップ 7,8:期待機能提供者/受益者の適切さの確認 

‧ 適切さの判断や、バーチャルターゲットを設定します。 

 

これらの選定・判断は、プロセス参加のメンバーで何らかの手法で行いますが、

その判断基準をどこに置くかで、結果として創出されるアイディアが大きく違って

きます。 

ただし、自社の経営判断・経営方針として、全く違う事業に参入することを決定

し、その事業のアイディアを創出する場合も有ります。その場合は、逆に現在の事

業領域から離れることを判断基準にすることになります。 

したがって、本プロセスの実施で目的とするビジネスアイディアを確実に創出す

るため、参加メンバー間の以下の認識をある程度合わせておくことが望ましいで

す。 

 創出したいアイディアは、現在の事業領域内か、関連/隣接/近傍か、あるいは

無関係な/離れた事業か 

 事業化を何年後程度に想定するか? 

 事業規模をどの程度に想定するか? 

もちろん、あまり厳密にしてしまうと自由な発想とならず、創出アイディアの幅

が限定されてしまいますが、方向性は合わせておくことをお勧めします。 
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11.2.  未来機能系統図作成のコツ 
未来機能系統図を完成させるためには、新たな機能=将来必要になる、あるいは

可能になる機能や手段を想定して追加する必要があります。 

将来の機能を想定するためには、顧客価値規格シートを活用し、以下の手順で行

うのが良いでしょう。 

① 上位となる機能に関して、過去・現在の状況を把握する 

 必要に応じて、追加の情報収集を行う 

② 将来(事業化を想定している年度)の状況を予測する 

 環境変化の状況を PEST 分析などで把握し、技術トレンドを把握するなど

で、将来への変化の程度や方向を想定する 

 必要に応じて、追加の情報収集を行う 

③ 将来の状況から、追加すべき新たな機能を想定して追加する 

 

追加する機能を想定する際には、あくまでも上位機能を達成する手段として発想

を広げることが必要ですが、それに加えて事業化を想定する時期の状況を想定し、

必要となりそうな、実現が可能となりそうなという時間軸も含めることがポイント

です。 

11.3.  バーチャルターゲット作成のコツ 
バーチャルターゲットは、アイディアを創出し、事業化するビジネスのユーザー

のモデルで、“使用者優先”の視点からも重要です。どのようなバーチャルターゲ

ットを設定するかは、どのようなビジネスアイディアが創出されるか、そしてその

ビジネスアイディアの評価に影響します。 

バーチャルターゲットの定義、その意義は、 

 定義:顧客となる人物・会社・団体の具体的モデル 

 

図 11-1 未来機能系統図の作成(未来機能の追加) 
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 作成の意義: 

‧ 具体的な顧客像により、顧客の課題・価値観・行動の推定がしやすく正確

になり、より正しい評価が可能になる 

‧ 顧客の定義が具体的であるため、メンバー間はもちろん、メンバー以外の

関係者とも認識を合わせることができる 

です。 

 

作成のポイントは、“実際に居そうな人物、有りそうな企業/団体”とすること

です。 

そのためのコツは、 

 統計情報などから、実際にどの程度存在するかを推定する 

‧ 総務省統計局 統計データ(e-Stat)など 

 なるべく具体的に、実在情報を含める 

 直接そのビジネスアイディアに関係しない項目も想定・設定する 

‧ 持っている課題・価値観・行動基準を推定するため 

 複数作成すること検討する 

‧ ターゲットの範囲が広い、複数のターゲット層が考えられる場合は、複数

のバーチャルターゲットを設定する(ひとつで複数を無理に代表させる必要

はない) 

‧ ただし、3 つ以下にするのが望ましい(それ以上になる場合は、ターゲット

が絞り込まれていない場合がある) 

 

例として、“田無駅徒歩 5 分のワンルームに住む早稲田大学文学部 2 年生”は、

早稲田大学早稲田キャンパスに文学部が有り、最寄りの高田馬場駅には西武新宿線

が通り、田無駅周辺は単独世帯割合が比較的高い(2015 年国勢調査結果より)、こと

 

図 11-2 バーチャルターゲットで設定する属性例 

• ⼈物の場合の属性例
– 性別、年齢、会社/職業、年収、学歴、家族構成、住居、通勤、⾞
– 趣味、ライフスタイル、嗜好、購読新聞/雑誌、テレビ、Internet/SNS
– 困り事/悩み事、夢、挑戦したい事/目標

• 企業団体の場合の属性例
– 所在地、創業年、社員数、業種/業態、年商/利益
– 社⻑/経営者、幹部、国内/海外展開の有無
– 顧客、組織/⼈員構成、営業形態(直販/代理店)、目標、課題
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から、実際に一定数存在する可能性が非常に高いでしょう。 

これをベースに、その学生の様々な属性について“有り得る”設定をしていきま

す。 

実際に設定する属性の例を、人物と企業/団体について図 11-2 に示します。 

11.4.  SDGs からのビジネスアイディア創出のコツ 

本プロセスが、「抽象的な社会的課題」からのビジネスアイディア創出に向いて

いるとはいえ、SDGs の 17 のゴール自身は非常に抽象度が高く、そのまま F0 として

プロセスを開始するのは、難しい面が有ります。 

そのため、実際には 17 のゴールをより具体的にしたり細分化・ブレークダウン

したり、実現手段を示した「169 のターゲット」を利用します。 

選定したゴールについてのターゲット(それぞれ約 10 個ほど)の中から、アイデ

ィア創出の方針に従って、F0 としてのテーマをメンバー間で協議・判断して選定し

ます。(図 11-3 参照) 

 

候補の選定は、ターゲットの文面の中からキーワードを拾い出して行います。例

えば、[15:陸の豊かさも守ろう]には、12 個のターゲットが設定されています。(図

11-4 参照) この中で“森林減少を阻止”を候補として選定し、その手段のひとつ

である“不法投棄問題を改善する”を F0 として対象テーマに選定します。 

 

 

図 11-3 SDGs ゴールから F0 の設定 
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図 11-4 SDGs ゴール[15:陸の豊かさも守ろう]のターゲット 

(「SDGs 外務省仮訳」より) 

15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸
域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。

15.2 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化
した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。

15.3 2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土
地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。

15.4 2030年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物
多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。

15.5 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、ま
た絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。

15.6 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺
伝資源への適切なアクセスを推進する。

15.7 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、
違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。

15.8 2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響
を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。

15.9 2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減
のための戦略及び会計に組み込む。

15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な
増額を行う。

15.b
保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、
持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当
量の資源を動員する。

15.c 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法
な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。
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付録 

事例 1：2018 年度 SDGs:「陸の豊かさも守ろう」 

1) ステップ 1:テーマの選定  

◎提案テーマ 1:2018 年度で選定されたテーマ 

 提案テーマ概要 

 簡易機能系統図 
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◎その他の提案テーマ-1 

 

 

 

◎その他の提案テーマ-2 

 

 

 



54 

 

2) ステップ 2:情報収集  

 

 

 

テーマ︓ゴミ拾いサービスロボット　　キーワード（SDG'S No15 、「森林を守る」「不法投棄問題の解決」）

情報区分 項目 不法投棄 森林 備考

問題の情報（事実）

着眼項目
・不法投棄物(what)
・不法投棄発生場所(where)
・不法投棄方法(how to)

不法投棄物
・産業廃棄物のケース
・家電等粗大ごみのケース
・小型トラック(4ton未満)で廃棄
　可能なサイズ、量

投棄され易い森林
　・監視が行き届かない環境
　・運搬可能な道路の有無
　　（3m道路程度　林道等）]
　・都市部周辺の山中
　・崖下

林野庁『林道規定の
規制』に詳細有り

施策例の情報

施策例の分類
①情報収集体制の促進
②パトロール強化
③罰則規定の強化
④原状回復
⑤情報提供体制の強化

①森林組合との協定（那須塩原
市）
②元警察官活用（長岡京市）
　 郵便局との連携（岐阜市）
③環境省ﾏﾆﾌｪｽﾄ虚偽記載罰則
④青森県岩手県の県境原状回
復
⑤統計情報、県施策情報を市町
村に随時提供（長野県）

①森林組合の活用
②ｽｶｲﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施（秋田県）

④キーワード『県境』

②ﾊﾟﾄﾛｰﾙの時間帯
　　(when)

⑤着目点『統計情
報』

技術上の情報

①廃棄物処理に関する技術情
報
②不法投棄監視に関する情報
③原状回復に関する技術情報

①不法投棄に至る要因
②確実かつ容易な監視方法

①～③の森林に関わる特有情
報の収集

法律規制上の情報

・廃棄物処理法
・特定産業廃棄物に起因する
支障の除去等に関する特別措
置法

Wikipediaに大規模不法投棄事案
情報あり

何故ﾘｽｸを犯して投
棄するか検証要
(why)

コスト上の情報

①　未然防止に要するコスト
②　現状復帰に要するコスト

合法的廃棄物処理費用と不法廃
棄物処理に要する費の対比の必
要性

山林の維持費用、税金情報
林業生産コスト情報

国庫補助および地
方債の起債特例な
どの特別措置による
財政支援の実態情
報要

情報量

①統計情報の活用可能性
②検挙情報の分析
③地方時自治体の分散情報集
約

①パトロール頻度と不法投棄件
数
②監視対象の絞り込み等(who)
③環境庁等の位置づけ

③林野庁の位置づけ
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3) ステップ 3:現状機能の定義と整理  

◎現状機能の機能系統図 
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  ◎機能の整理 

 

NO. 捨てたものを回収するための機能、 NO. 捨てさせないための機能
(不法投棄を防⽌するための機能)

1 捨てるごみを出さない 1 廃棄物を発⾒する
2 捨てても良い物を作る 2 画像で発⾒する
3 捨てなくても良い物を作る 3 空から発⾒する
4 捨てる気持ちを抑制する 4 投棄場所にゆく
5 ⼭林教育の広く向上 5 投棄物を追跡する
6 捨てる事を監視する 6 ボランティアを集める
7 捨てるゴミを監視する 7 投棄物を回収する
8 捨てる場所を監視する 8 投棄を持ち上げる
9 廃棄業者を監視する（防⽌） 9 回収した投棄物を処理する
10 監視カメラ等のセンター設置（させない） 10 投棄物を配布する
11 法律を整備する（防⽌） 11 捨てるゴミを回収する
12 廃棄物処理費を安くする（防⽌） 12 投棄物を移動させる
13 無料回収を広くする（させない） 13 投棄物を分類する
14 法の罰を重くする（させない）捨てた場合の罰則を強化する 14 投棄者を発⾒する
15 道路を封鎖する（防⽌）
16 捨てる場所に入れさせない
17 捨て難い環境を整備する（防⽌）
18 道路を明るくする（防⽌）
19 捨てる場所を決める
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4) ステップ 4:未来機能系統図の作成  

◎未来機能系統図(1) 

 網掛け:追加機能 
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◎未来機能系統図(2) 
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5) ステップ 5:対象テーマの基本機能の選定  

◎未来機能系統図からの必要機能の候補の選定(1) 

 網掛け:必要機能の候補 
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◎未来機能系統図からの必要機能の候補の選定(2) 

 

◎顧客価値企画シート 
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6) ステップ 6:期待機能のアイディア発想  
7) ステップ 7:期待機能提供者の適切さの確認  

 
  

◎顧客価値企画シート(価値提供者記載) 

 

 

 

財務力

組織体制

顕在性

競合性

情報提供サービスを自社で構築できそうな会社は除外、情報を買うだけの資金力のない零細企業は除外
中堅企業でニーズはあるが自前で解決できそうにない企業を選定。

コンプライアンス専門の組織があり、遵法精神は高いが、自前で不法投棄問題がないことを証明するまでの人材・資本を保有し
ていない企業。

顕在的な問題がある。顕在ニーズがある。
（不法投棄に関する不祥事に関連（自社または委託先が不法投棄発覚）し、信頼を取り戻す必要性の高い企業。）
自治体または大手ｾﾞﾈｺﾝにたいして安全性や法遵守を証明しなければ経営が危うい状況の企業。

同業他社が不法投棄問題で不祥事を起こし、下請けゼネコンの競合関係において自社が優位になるために自社の安全性や法
遵守の証明をすることで大手ゼネコンから信頼を増すことで競合よりも既存シェアを拡大しようとする企業なら情報に投資するは
ず。
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8) ステップ 8:期待機能受益者の適切さの確認  
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9) ステップ 9:ターゲティングシート作成  

◎新商品企画のための現状・前提条件明確化ワークシート 
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◎セグメンテーションワークシート 
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◎ターゲティングワークシート 
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10) ステップ 10:ターゲティングの評価  
 

  
◎ターゲティングプロセス比較 

 7 つの有効性の判定 
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事例 2：2019 年度 希望を持ち、安心して持続的に暮らせる世界を作る 

1) ステップ 1:対象テーマの選定  

◎選定されたテーマ 

 提案テーマ概要 

 簡易機能系統図 
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  ◎その他に提案されたテーマ 
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◎FD 法(簡略法)によるテーマの選定 

 

 ※決選投票の結果 1 に決定 

 

 

 

 ※A-1 と B-4 の決選投票の結果、A-1 に決定 
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2) ステップ 2:ターゲティング対象の情報収集  
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3) ステップ 3:現状機能の定義と整理  
 

 

  

◎機能の定義シート(1) 
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◎現状の機能系統図-A 
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◎現状の機能系統図-A(続き) 
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◎現状の機能系統図-B 
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4) ステップ 4:未来機能系統図の作成  
 

◎未来機能系統図-A (赤枠網掛け:追加機能) 
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◎未来機能系統図-A(続き) 
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  ◎未来機能系統図-B(赤枠網掛け:追加機能) 
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5) ステップ 5:対象テーマの基本機能の選定  

 

  

◎FD 法(簡略法)による選定-B 
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6) ステップ 6:期待機能のアイディア発想  
 

  ◎顧客価値企画シート-A 

 

 

◎顧客価値企画シート-B 
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7) ステップ 7:期待機能提供者の適切さの確認  
 

  
◎顧客価値企画シート-A 

 

 

◎顧客価値企画シート-B 

 

提供者  

「人材バンク」  
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8) ステップ 8:期待機能受益者の適切さの確認  
 

  
◎バーチャルターゲットシート-A 
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◎バーチャルターゲットシート-B 
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9) ステップ 9:ターゲティングシート作成  

◎新商品企画のための現状・前提条件明確化ワークシート 

<<スキャン>> 
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 ◎セグメンテーションワークシート 
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  ◎ターゲティングワークシート 
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◎追加の情報収集 
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10) ステップ 10:ターゲティングの評価  
  

◎ターゲティングプロセス比較評価表 
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ワークシート 

ワークシートは、日本バリュー・エンジニアリング協会 HP からダウンロードできます。 

0) 表紙 
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1) ステップ 1:テーマ選定シート 
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2) ステップ 2:情報収集シート 
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3) ステップ 3:機能の定義シート 
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4) ステップ 4:未来機能系統図シート 
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5) ステップ 5:基本機能選定（FD 法）シート 
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6) ステップ 6:顧客価値企画シート(未来の創造) 
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7) ステップ 7:顧客価値企画シート(サービス提供者) 
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8) ステップ 8:バーチャルターゲット設定シート(法人/個人) 

 



98 
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9) ステップ 9:ターゲティングシート(前提条件/アイディア提案) 
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10) ステップ 10:ターゲティング評価シート 
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11) FD 法活用シート 
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12) 情報追加シート 
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おわりに 
マーケティング部会では長年の部会活動を通じ、この度初めてとなる特別資料の

発刊となりました。 

当部会では 2017 年度からターゲティングに焦点をあてて研究を行っています。 

当初は効率的なターゲティング手法の検討を目標とし、検討のプロセス作りと、

並行して実践活動を行い、「モノ」を中心にどのような顧客をターゲティングする

のかを検討しながらのプロセス検討でした。 

2018 年度から研究対象を「モノ」から「コト」へシフトし、更にプロセスのブラ

ッシュアップを進めながら、実践を進めてきました。結果的に当部会の考察として

は「モノ」だけでなく「コト」についてもターゲティングプロセスとして有効であ

るとの判断にいたりました。 

2019 年度には当部会として、特別資料としてのアウトプットを視野に入れ、更に

プロセスのブラッシュアップを進めました。「VE ターゲティング」というプロセス

の名称を設定し、幅広い VE 従事者の皆様にご活用いただけることを願い、実践に

よるプロセス改善を行いました。 

2020 年度、ようやく VE 特別資料の発刊にこぎつけることができました。 

 

本特別資料をご覧の皆様には、我々の活動アウトプットを参考に実践を繰り返し

ていただき、皆様の事業や製品・サービスにおいて価値向上を果たしていただける

ことを切に祈念しています。 

本プロセスを実践してくださった方の中で、内容に関してご意見や要望などあり

ましたら日本 VE 協会事務局あてに（info@sjve.org）問い合わせいただければ幸い

です。 

 

最後にこの度の発刊にあたり、日本 VE 協会関係者、編集委員及びマーケティン

グ部会のメンバーには多大にご尽力をいただきました。この場を借りてお礼申し上

げます。 

 

マーケティング部会では 2021 年度より新規の研究課題を設定し、新たにスター

トすることを決めています。 

この資料の発刊をきっかけにマーケティング部会への参加に興味を持つ方が新規

登録して頂けることも期待し、おわりの言葉とさせていただきます。 

 

2021 年 2 月吉日  

マーケティング部会主査 神田 之裕 
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 産能大学 VE 研究グループ編 「新・VE の基本」 (産能大学出版部) 
 公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会 西日本支部 コンセプト・メーキング VE レ
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ワークシートのダウンロード先 
ワークシートは以下の URL からダウンロードできます。 

 https://www.sjve.org/veworksheet 
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アットマーク・コンサルティング合同会社  
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第 1 章・第 2 章 髙橋 克之  

ＩＨＩ運搬機械株式会社  

パーキングシステム事業部生産統括部業務部  

課長  

第 3 章・第 4 章 髙橋 均  
ライフバリュー・クリエイト株式会社  

代表取締役  

第 5 章・第 6 章 
副主査  

熊田 和人  

パシフィックコンサルタンツ株式会社  

交通基盤事業本部インフラマネジメント部  

技術課長  

第 7 章・第 8 章・  

おわりに  

主査  

神田 之裕  

リコーテクノロジーズ㈱  

経営管理本部  

VA 推進室 VA2 グループリーダー  

第 9 章・第 10 章  沼澤 朋子  

横河電機株式会社  

GBS 本部 SCM センターSCM 内部統制部  

技術士  

‧ 会社名/所属/役職は発行時  
‧ 主査/副主査は 2020 年度  
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 「VE ターゲティングプロセス」構築に関係したマーケティング部会メンバー 
氏名 所属 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

沼澤 朋子 横河電機(株) ◎ ◎ ● ● 

神田 之裕 リコーテクノロジーズ(株) 〇 〇 ◎ ◎ 

軽部 友剛 (株)リコー 〇 〇 〇 - 

清水 弘幸 アットマーク・コンサルティング

(合) 

● ● 〇 〇 

熊田 和人 パシフィックコンサルタンツ(株)  - ● ● 〇 

浅田 泰崇 ダイナパック(株) - - ● - 

新井 英里 (株)リコー ● - - - 

上杉 聡子 日本バリュー・エンジニアリング

協会 

● ● ● ● 

上村 寛 ダイナパック(株) ● ● ● - 

大内 純一 (株)日立製作所 ● ● ● ● 

小山 拓 (株)日立製作所 - - ● ● 

川崎 光敏 戸田建設(株) - - ● ● 

木戸 孝 富士フイルム(株) - ● ● ● 

楠本 宏典 (株)サイゼリヤ ● ● - - 

倉賀野 美都 ダイナパック(株) ● ● ● - 

小松 和則 日立建機(株) ● ● - - 

清水 勇 日本電子(株) ● ● ● ● 

関 昭二 関技術士事務所 - - ● - 

高橋 克之 ＩＨＩ運搬機械(株)  - - - ● 

高橋 均 ライフバリュー・クリエイト ● ● ● ● 

丹澤 一昭 (株)ＲＫコンサルティング ● - - - 

中條 兵三 バリュークリエイト ● ● - - 

早川 佳孝 富田商事(株) ● ● ● - 

松田 節夫 (株)フジタ ● ● ● - 

‧ ◎主査 〇副主査 ●参加メンバー  
‧ 会社名/所属/役職は登録初期時  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ＶＥ特別資料  

           ビジネスアイディアを創出する 

「ＶＥターゲティングプロセス」 

～抽象的テーマから具体的アイディアへ～ 
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